
 

 

ハザードマップ（風水害編）の改定について 

 

１ 概 要 

昨年の台風 19 号の教訓を受け、水害時緊急避難場所の増設と開設基準を明

確化する等、避難対策についての強化内容をハザードマップ（風水害編）に反

映を行った（令和 2年 4月改定）。 

 

 

２ 主な改定内容について 

（１）水害時緊急避難場所を 89か所に増加し、地図と避難場所一覧に反映 

 

（２）丸子川流域を想定最大規模に修正 

（令和元年 6月に丸子川流域の想定最大規模浸水想定公表） 

 

（３）学習面の強化 

これまでの立ち退き避難から垂直避難を加えた避難方法への理解を図る

ためのフローチャートや避難行動のタイミングを検討するための図表を拡

充した。 

 

 

３ 今後について 

（１）地域説明等での使用 

（２）マイ・タイムライン講習会での使用 

（３）全戸配布（8月予定） 

   なお、「家屋倒壊等氾濫想定区域」に該当している約 14,000世帯に対し

て、当該区域に指定されていることを認識してもらえるように全戸配布に

先立ちチラシを配布する。 
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